
新アリーナ整備推進事業アドバイザリー等業務委託 契約書（案） 

 

 委託者熊本県（以下「甲」という。）と受託者            （以下「乙」という。）

とは、新アリーナ整備推進事業アドバイザリー等業務の実施について、次のとおり委託契約を締結

する。 

（総則） 

第１条 甲は、新アリーナ整備推進事業アドバイザリー等業務（以下「業務」という。）の実施を乙

に委託し、乙は、これを受託する。 

（業務内容） 

第２条 乙は、業務の実施に当たり、別紙「新アリーナ整備推進事業アドバイザリー等業務委託仕

様書」（以下「仕様書」という。）に基づいて業務を行うものとする。 

（委託料） 

第３条 業務の委託料（以下「委託料」という。）は、金             円（うち消

費税及び地方消費税の額         円）とする。 

（委託期間） 

第４条 業務の委託期間（以下「委託期間」という。）は、この契約の締結の日から令和９年（２

０２７年）３月１９日までとする。 

（契約保証金） 

第５条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金          円を甲に納付

しなければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利息を付けない。 

３ 第１項の契約保証金は、第１１条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものと

する。 

４ 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、第１項の契約保証金を甲に帰属さ

せることができる。 

５ 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行したときに第１項の契約保証金を還付するものと

する。 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 乙は、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又はこの契約により生ずる義務を第

三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の文書による承諾を得たときは、こ

の限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第７条 乙は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、

甲の文書による承諾を得たときは、この限りでない。 

（監督員） 

第８条 甲は、乙の業務の履行についての指示及び監督に当たる担当職員（以下「監督員」という。）

を定めたときは、書面により、その氏名を乙に通知するものとする。監督員を変更したときも同

様とする。 

（管理技術者） 

第９条 乙は、業務の技術上の管理を行う者（以下「管理技術者」という。）を定め、書面により

その氏名その他必要事項を甲に通知するものとする。管理技術者を変更したときも同様とする。 



（業務工程表の提出） 

第 10 条 乙は、この契約締結後１４日を経過する日までに仕様書に基づいて業務工程表を作成し

甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第 11条 乙は、業務の実施に当たり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によってその損害が生じた場合は、

この限りではない。 

（業務内容の変更等） 

第 12条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又はこの業務の全部若しくは一部を一

時中止させることができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるとき

は、甲、乙協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。 

（資料等の貸与及び返還） 

第 13条 甲は、乙が業務を履行する上で必要と認められる資料、情報等を貸与するものとする。 

２ 業務遂行上不要となった資料、情報等があるときは、乙は遅滞なくこれを甲に返還する。 

（委託料の支払） 

第 14条 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、前項の業務完了報告書を提出し、甲の検査に合格したときは、遅滞なく、委託料の支払

請求書を甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、前項の支払請求書を正当であると認めたときは、その書類を受理した日から３０日以内

に、委託料を乙に支払わなければならない。 

（遅延利息） 

第 15条 甲は、委託料を前条第３項に規定する期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日

から支払をする日までの日数に応じ、その未支払額について政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の財務大臣の決定する率で計算して得た金額に

相当する遅延利息を乙に支払わなければならない。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは遅延利息を支払うことを

要せず、その額に１００円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。 

（引渡し前における成果物の使用） 

第 16条 甲は、業務が完了する前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用するこ

とができる。 

２ 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意を持って使用しなければなら

ない。 

３ 甲は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

（甲の解除権） 

第 17条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、この契約を解除することがで

きる。 

（１）乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、乙が委託期間内にこの契約の全部若しくは

一部を履行しないとき、又はその履行の見込みがないことが明らかになったとき。 

（２）乙がこの契約の解除を申し出たとき。 

（３）乙の業務が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がないと認めら



れるとき。 

（４）乙がこの契約及び仕様書に定める事項に違反したとき。 

（５）天災地変等甲又は乙の責めに帰することができない事由により、この契約を履行すること

ができなくなったとき。 

（６）次のアからウまでのいずれかに該当するとき。 

ア 乙が熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号。以下この号において「条

例」という。）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。 

イ  乙の役員又は使用人（条例第２条第４号に規定する公安委員会規則で定める使用人をい

う。以下この号において同じ。）が乙若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損

害を加えることを目的として暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下この号において「法」という。）第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下この号において同じ。）の威力を利用したと認められるとき。 

ウ  乙の役員又は使用人が乙の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営

に資することとなることを知りながら、法第２条第６号に規定する暴力団員に対し、金品

その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。 

２ 乙は、前項（第５号を除く。）の規定によりこの契約を解除されたときは、乙の責めに帰すべ

き事由がないときを除き、甲に委託料の１００分の１０に相当する金額を違約金として支払うも

のとする。 

３ 前項の場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行

われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができ

る。 

（談合その他不正行為による甲の解除権）  

第 18条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する

ことができる。 

（１）公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に規定する排除

措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。  

（２）公正取引委員会が乙に違反行為があったとして独占禁止法第６２条第１項に規定する納付

命令を行い、当該納付命令が確定したとき。  

（３）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）に対する刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は第１９８条の規定による刑が確定したとき。  

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。  

（賠償の予約）  

第19条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにか

かわらず、賠償金として、委託料の１００分の２０に相当する金額を支払わなければならない。

この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、前条第１項第３号に該当する場合のうち、

乙に対する刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。  

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額及び前条第２項において

準用する第１７条第２項に規定する違約金の合計額を超える場合においては、その超過分につい

て賠償を請求することを妨げるものではない。 

 



（危険負担） 

第20条 納入前に成果物に滅失又は損傷が生じた場合は、甲の責めに帰すべき場合を除きその復旧

に要する費用は乙の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第 21 条 引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合、

甲は、不適合を知った時から１年以内に乙にその旨を通知し、甲の指定した方法による履行の追

完、委託料の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。 

２ 前項の規定は、その不適合が甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙

が甲の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。 

（秘密の保持） 

第 22条 乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様

とする。 

（従業者の事故） 

第 23条 業務の実施に関して生じた乙の従業者の事故については、甲は、その責めを負わないもの

とする。 

（報告及び調査） 

第 24条 甲は、委託期間中及び委託期間の終了後において必要と認める場合は、乙に対しこの契約

に関し必要な報告を求め、又はその職員に、乙の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を

調査させることができる。 

２ 乙は、甲が前項の規定により報告を求め、又は調査を行うときは、これに応じるものとする。 

（個人情報の保護） 

第 25条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情

報取扱特記事項」を守らなければならない。 

（関係法令の遵守） 

第 26条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他関係

法令を遵守しなければならない。 

（管轄裁判所） 

第 27条 この契約について、訴訟の必要性が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を専属管

轄裁判所とする。 

（疑義等の解決） 

第 28条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協

議のうえ、解決するものとする。 

 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を所持

する。 

 

  令和  年（    年）  月  日 

                  甲 熊本県 

                                       代表者 熊本県知事 木村 敬 

 

                                 乙  



別 記 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項

に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実

施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わ

なければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

 （責任体制の整備） 

第３ 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しな

ければならない。 

 

（責任者等の届出） 

第４ 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る責任者（以下「個人情報保護責任者」という。）

及び業務に従事する者（以下「作業従事者」という。）を定め、書面により甲に報告しなければ

ならない。 

２ 乙は、個人情報保護責任者又は作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければ

ならない。 

３ 乙は、定めた個人情報保護責任者又は作業従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがな

いようにしなければならない。 

 

 （保有の制限） 

第５ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは、甲の指示を受け又は

事前の承諾を得た上で、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手

段により行わなければならない。 

 

 （安全管理措置） 

第６ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の

防止その他個人情報の安全管理のため、ＢＣＣ（ブラインド・カーボン・コピー）によるメー

ル送付の徹底、複数の職員による確認やチェックリストの活用、適正なサイバーセキュリティ

水準の確保等の措置その他必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 

（作業場所の特定） 

第７ 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所



を明確にし、あらかじめ書面により甲に報告しなければならない。 

 

 （利用及び提供の制限） 

第８ 乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知ること

のできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第９ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資

料等を、甲の指示又は事前の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

 （持出しの制限） 

第１０ 乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関し取り扱う

個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 

 

 （再委託の禁止） 

第１１ 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承

諾した場合を除き、第三者（乙に子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第

３号に規定する子会社をいう。）がある場合にあっては、当該子会社を含む。以下同じ。）に

その処理を委託してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める

個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。 

 

 （派遣労働者の利用時の措置） 

第１２ 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合は、当該派遣労働者に本契

約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該派遣労働者の全ての行為及びその結果

について責任を負うものとする。 

 

 （資料等の返還等） 

第１３ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙が保有した個人

情報が記録された資料・電子媒体等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとす

る。また、乙が管理する機器等に記録された電子情報については、適正に消去・廃棄した旨の

報告を書面で提出するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものと

する。 

 

 （作業従事者への周知） 

第１４ 乙は、作業従事者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることの

できた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならない

ことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法



律第５７号）第１７６条又は第１８０条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知

するものとする。 

 

 （指示・報告） 

第１５ 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、

乙に対して必要な指示を行い、又は本特記事項の遵守状況等、必要な事項の報告若しくは資料

の提出を求めることができるものとする。 

 

 （実地調査） 

第１６ 甲は、必要があると認めるときは、乙における管理体制及び実施体制並びに個人情報の

管理の状況について随時実地に調査することができる。 

 

 （事故発生時の対応） 

第１７ 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したお

それがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該

事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わ

なければならない。 

２ 乙は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のた

めに必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 

３ 甲は、第１項の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて当該事故に関する情報を

公表することができる。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第１８ 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請

求をすることができるものとする。 

  



（参考様式 第４及び第７関係） 

 

年  月  日 

 

熊本県知事 様 

 

 

（名称及び代表者氏名） 

 

個人情報保護責任者及び作業従事者の管理及び実施体制等について 

新アリーナ整備推進事業アドバイザリー等業務委託契約「個人情報取扱特記事項 第４及び第７」

に基づき、個人情報の取扱いに係る責任者等並びに作業場所について、下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 個人情報保護責任者 

所属・役職 氏 名 
連絡先 

（事故発生時等） 

   

   

 

２ 作業従事者 

所属・役職 氏 名 

  

  

  

  

  ※ 必要に応じて欄を追加すること。 

  ※ 作業従事者は、当該個人情報取扱事務に照らし、必要最小限の人数とすること。また、個人情報保護責任者は当該作業従事者を

確実に把握しておくこと。 

 

３ 作業場所 

 

※甲の承諾を得た上で、当該作業場所にて業務を実施すること。 



（参考様式 第１３関係） 

 

  年  月  日 

 

熊本県知事 様 

 

    

（名称及び代表者の氏名）   

 

個人情報が記録された電子情報の消去等について 

新アリーナ整備推進事業アドバイザリー等業務委託契約「個人情報取扱特記事項 第１３」に基

づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去及び廃棄したことを報告します。 

 

 

 

 


